
（時31 4 01<産均興

［主担当部局：農林水産部］

機謀議議議厳重重装建議践議議選護；縫i議繰3：潟三！？ ~~i~~~I~ ll~：~ 滋潔｜
水域環境の保全を図りながら、水産資源の適切な管理や競争力のある養殖業の確立とともに、多様

な担い手の確保や水産業者等の経営力の強化などにより、水産業が安定的に継続されることで、県民

の皆さんの多様なニーズに応える水産物が供給されています。

漁業産出額

百襟項自

の説明

2年度自標伎
の考え方

プランj策定地

区における漁業

所得の増加率

沿岸水産資源の

資源評価対象種

漁獲量の拡大

拠点漁港におけ

る耐震・耐津波

対策を行った施

設の整備延長

（累計）

海面漁業（養殖を含む）の産出額
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①漁場環境の悪化や資源量の減少、消費者の魚離れなど本察の水産業を取り巻く環境が厳しい中、将

来にわたって、漁業が継続的に行われ、漁業者が一定以上の所得を確保できるよう、水域環境の保

全を図りながら、水産資源の適切な管理に基づく維持・増大を進めるとともに、競争力のある養殖

業を確立していく必要があります。

②漁業就業者の減少や高齢化が急速に進む中、さまざまな世代の漁業者がいきいきと働き、次の世代

に継承できる魅力ある水産業・漁村を確立できるよう、多様な意欲ある若者が漁業に就業し、漁業

者自らが高い付加価値を創出するなど、多様な担い手の確保・育成や水産業者等の経営力の強化を

図っていく必要があります。

③南海トラフ地震など大規模地震発生の緊迫度がより高まるとともに、台風や豪雨など領発・激甚化

する風水害等への対応の強化が求められる中、災害に強く持続的で生産性が高い水産業と安心で快

適な漁村を構築できるよう、災害に強〈生産性が高い水産基盤の獲備と活力ある漁村づくりを推進

していく必要があります。

麓欝欝醸轟轟踊離騨講師擢寄贈騨趨輔襲撃官醐臨時時謡曲由昭臨臨時錨
①今年度に帝lj定予定の「三重県水産業及び漁村の振興に関する条例（仮称）」に定める基本理念の実現

に向けて、水産業及び漁村の振興に関する施策を総合的・計醤的に推進を図るため、基本計画を策

定し、水産業の健全な発展と豊かで活力のある漁村の構築を図ります。

②水産資源の維持・増大を図るため、科学的知見を踏まえた精度の高い資源評価と資源評価結果を漁

業者にフィ ドパックする仕組の構築、海女をはじめ漁業者が主体的に取り組む資源管理の促進、

重要魚種の種苗生産や放流など効果的な栽培漁業の推進、地元漁業者と連携した密漁防止対策等に

取り組みます。

また、安全で安心な養殖水産物の安定供給や養殖業の競争力強化のため、 Al技術等を活用した養

殖業のスマート化による生産性・所得の向上、色落ちしにくい窯ノリ品種の開発など貧栄養化への

対応等に取り紐みます。真珠振興については、三重県真珠振興計商やみえの真珠振興宣言に掲げた

真珠の生産性・品質向上や海外への情報発信等の取組を着実に進めるとともに、令和元（2019）年

7月ごろに発生したアコヤガイの外套膜が萎縮した症状やへい死について、技術指導や経営支援等

の対策！こ取り組みます。

③多様な担い手確保や水産業者等の経営力向上のため、漁師塾や真珠塾などによる新規就業者の定着

支援、先進技術や省力化機器の導入等による高齢者が長〈安全に働ける環境づ、くり、 Ai技術等を

活用した作業の効率化目省力化等による働き方改革の促進、漁業経営体の協業化・法人化などによ

る若者に選ばれる経営体の育成、事業承継の仕組みづくり等に取り組みます。また、高い付加価値

の創出に向けて、活力キをはじめとする水産物輸出の促進、首都圏等への県産水産物の販売促進、

衛生管理の高度化、 j毎女漁業の魅力発信等！こ取り組みます。

④地震や頻発・激甚化する風水害等からの被害を軽減し、災害に強く生産性の高い水産業や安心で快

適な漁村を構築するため、漁港施設および海岸保全施設の地震・津波対策の実施や、水産業BCP

の策定、予防保全が必要な施設の計画的な補修・補強、干潟・藻場の再生・保全、漁場の環境改善、

漁業者による活力ある漁村づくりへの支援等に取り組みます。
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（施策3210峨

［ま担当部局：雇用経済部］

区総長選言語言語説委禅禅譲謀総動議員綴； ： ： ：霊総務｜
「三重県中小企業・小規模企業振興条例Jに基づく施策目事業に取り組むことにより、中小企業

小規模企業が、直面する経営課題に自ら気づいて対応し、 ICTの利活用をはじめとした生産性の向

上や、円滑な事業承継、防災 E 減災対策等が進んでいます。

三重県版経営
向上計画の認
定を受けた中
小企業・小規模
企業のうち、収
益等が向上ま
たは維持した
企業の割合

田園田園醐醐輔副輔副田園圃園田園唾盟騨護軍臨轍謂電車華麗櫨臨蹴龍蝿歯師事盟国圃園田園田園園田園盟国園田盟国

目標項目
の説明

2年度目標値

の考え方

上計画や経営革

新計illiiの認定を

受けた件数（累

計）

事業承継計爾の

作成件数および

特例窓継計画の

確認件数の合計

（累計）

察内中小企業田

小規模企業にお

けるBc P等の

策定件数（累計）

三重県版経営向上計画の認定を受けた中小企業・小規模企業のうち、「営業利益Jが認定的
と比較し f増加傾向」または「横ばい」と回答した企業の割合
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⑦中小企業・小規模企業は、県内企業数の 99.8%を占め、本県の経済をけん引し、地域社会の持続的

な形成および維持に寄与しています。こうした重要性の認識のもと、平成26(2014）年4月に施行

した「三重県中小企業・小規模企業振興条例Jに基づき、中小企業・小規模企業の振興に取り組ん

でいます。条例施行前と比べ、県内の経済指標は改善傾向にありますが、中小企業・小規模企業に

とっては、景気回復の実感は乏しい状況にあります。また、社会構造が変化していることから、条

例施行後の取組の効果を検証し、新たな課題に対応することで、成長を続ける三重県経済をさらに

発展させ、厚みを増すよう、より一層きめ細かな支援が必要です。

②人口減少等の大きな構造変化により、本県の有効求人倍率は高止まりしています。また、中小企業・

小規模企業と大企業とは、依然として収益性に格差があります。こうした中、中小企業・小規模企

業には、人材の確保 育成に加えて、ロボットやクラウドシステム、キャッシュレス決済、 Al等

の ICTを活用した生産性の向上が求められています。

③平成30(2018）年における県内企業の経営者の平均年齢は 58.5歳となり、今後 10年の潤に団塊世

代の経営者の大量引退が想定されています。一方、県内中小企業・小規模企業のうち、事業承継に

具体的に取り組んでいる企業は3割以下にとどまっており、早急な対策が必要です。

④自然災害が頻発する中、県内中小企業・小規模企業の事業継続計画 CBc P）の策定割合は1割以

下で、他県と比べても低い割合となっています。中小企業・小規模企業が防災・減災対策に取り組

むメリットは、被災時の被害低減だけでなく、平時の業務の標準化や効率化を進めるきっかけにも

つながることから、これを推進する必要があります。

①中小企業・小規模企業が、社会情勢の変化による新たな課題に対応し、持続的な発展につなげられ

るよう商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等の商工印体や（公財）三重県産業支媛センヲー

と連携し、中小企業 小規模企業に対して伴走型支援を行います。

②中小企業・小規模企業が生産性向上や、販路拡大、人材の育成・確保等の経営課題に自ら気づき、

計画的に課題の克服をめざす三蓑県版経営向上計画の認定を行い、中小企業小規模企業の経営力

向上を支援します。

③令和元（2019）年 10月に策定した「三重県キャッシュレス推進方針Jに基づき、中小企業・小規

模企業におけるキャッシュレス決済の導入を推進し、生産性向上を図るとともに、面的な展繍によ

る地域の活性化をめざします。

④地域商業において重要な役割を果たす商店街の活性化を支援するため、商店街等が実施する勉強会、

先進事例調査、今後の取組に対する検討等に対してアドバイスを行うとともに、商店街等における

課題解決を図るための専門家等の派遣や制度改正への対応等に関する情報提供を行います。

⑤中小企業・小規模企業を取り巻く状況をふまえ、三重県中小企業融資制度の見直しを行い、円滑な

資金供給の面から企業の安定・成長を図ります。

⑥平成30(2018）年3月に策定した「三重県事業承継支援方針」に基づき、関係機関が連携して、早

期・計画的な事業承継の準備、円滑な事業承継の実施、後継者による経営革新等への挑戦を促進す

るなど、「プレ承継」、「事業承継J、「ポスト承継」の各段階に応じたきめ細かな支援を総合的集

中的に実施します。
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⑦中小企業・小規模企業が、実効性のある防災減災対策を進めることができるよう、商工会・商工

会議所や市町と連携し、企業の規模や事業の特性に応じた最適な事業継続計画 CBCP）等の策定

を促進します。また、令和元（2019）年7月の f中小企業強靭化法jの施行に伴い、商工会・商工

会議所には、小規模企業の経営発逮や防災・滅災対策を支援する機能の強化が求められており、支

援体制の拡充に向けた取組を進めます。
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（施約220…践の振興

【主担当部局：雇用経済部】

論議善言語主総妻都議総量産議選議室謀議選3~~l~［~ ~rwrr~ ID~1~ ：三｜
第4次産業革命等が進展する中、県内ものづくり金業が、産学官連携や自社の特徴・強みを生かし、

技術的な課題解決をはじめ、自動車産業の構造変化に対応し、航空宇宙等の新たな分野・事業にチャ

レンジするなど、時代の変化に適応することで、引き続き、木県経済をけん引しています。また、そ

れを支える技術人材の育成が進んでいます。

県内ものづく
り企業の新た
な製品開発や
事業化等につ
ながった件数
（累計）

呂標項自

の説明

2年度目標伎

の考え方

課題解決に向け

た共同研究等に

取り絡んだ企業

数（累計）

技術人材育成講

座等の参加企業

数

四日市コンビナ

ートの競争力強

化・先進化に向

けた取組数

県内企業が、県の技術支援や技術交流会等を活用し、新たに製品開発や事業化につなげた件
数
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①本県では、北勢地域を中心として、我が国の基幹産業である自動車産業、電機・電子産業、石油化

学産業等の大企業やそれを支える中小企業・小規模企業が数多く立地しています。

今後、第4次産業革命やグローパル競争の激化、人口減少による園内市場の縮小等に対応するため

には、県内ものづくり企業が新たな技術等を穣梅的に取り入れ、イノベーションによる新しい価値

の創出につなげるための支援が必要です。

②新技術の開発、技術の高度化、コスト削減、人材育成など、ものづくり企業にとって大きな課題に

対応するため、企業の状況に応じた中長期的な支援を行うとともに、行政をはじめ、研究機関、高

等教育機関、産業支援機関が一層の連携を図り、新たな製品開発や事業化等につなげる必要があり

ます。

③ fコネクテッド」、「自動化j、「電動化」など自動車関連産業は「100年に一度jの大変革期を迎え

ています。本県の基幹産業である自動車関連産業が構造変化に迅速に対応できるよう、県内ものづ

くり企業の技術開発や技術人材育成等の取組を進める必要があります。

④国産航空機の完成による新たな市場や今後の技術動向等もふまえ、引き続き、本県が強みを発揮で

きる分野を生かして、県内ものづくり企業の航空宇宙産業分野への挑戦を支援する必要があります。

⑤国内市場の縮小や厳しい国際競争に晒されている石油化学産業において、今後とも四百市コンビナ

ートが競争力を維持・強化できるよう、 AI ・ Io丁、ビッグデータを活用したコンビナー卜のス

マート化による生産性向上を促すとともに、それを担う技術人材を育成する必要があります。

⑥海外生産へのシフトや圏内需要の低下などから、自動車関連産業をはじめとするものづくり企業は、

系列関係や業種！ことらわれない、新たな事業展開や取引拡大が求められていることから、多様な産

業分野でのマッチングの機会を創出していく必要があります。

①県内ものづくり企業が抱える技術的課題の解決や基盤技術の強化のため、県工業研究所が保有する

設備や知見等を活用し、引き続き「町の技術援」として技術相談や依頼試験、機器開放等のきめ細

かな支援を行うとともに、みえ産学官技術連携研究会の活動を通じた共同研究等に取り組みます。

②高度部材イノベーションセンタ (AM IC）を中心に、東京大学や三重大学等の先端的な研究を

行う高等教育機関との産学官連携による共同研究等を通じ、県内ものづくり企業の新たな製品開発

や高付加価値化を促進します。

③県内企業の次世代ものづくり産業への参入や事業拡大を促進するため、次世代自動車等で必要とさ

れる技術、素材、部品の際発等を支援するとともに、「みえ航空宇宙産業振興ビジョン」に基づき、

商談機会の提供や特区制度を活用した設備投資支援などを行います。

④本県のものづくり産業の競争力強化を図るため、次世代自動車や航空宇宙等をはじめとする次世代

ものづくり産業をけん引する技術人材を、関係機関と連携しながら育成します。

⑤本県のものづくりを支える四日市コンビナートの競争力強化を図るため、四日市市等と連携し、産

学官による協議の場を通じて課題やニーズを共有し、コンビナートのスマート化による生産性向上

等の検討に取り組むとともに、 Al・loT等を活用したプラント技術人材の育成等を支援します。

⑤県内ものづくり念業の新たな取引先の開拓や新分野への進出等を促進するため、大手企業等との技

術交流会を開催し、中小企業等が大手企業の開発技術動向を知る機会を創出するとともに、県内

金融機関や商工会議所などの支援機関とも連携を進め、多穣な産業分野での荷談機会の創出を図り

ます。
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（施知23 .0ocie 
【主担当部局：雇用経済部］

隆義議員総議：端麗綿織言語菱総選議議員選·~J(1ji露5：：：震：：： ！~~＇~·11·~1 （司
Society 5. 0時代につながる新しい視点・発想やデータの利活用等！こより、さまざまな産業分野に

おいて、新しい商品・サービスが創出され、将来の地域社会の担い手である若者にとって魅力がある

しごとが増えています。

目標項毘

の説明

2年度目標値

の考え方

今後、三霊祭経

済をけん引する

ことが期待され

る産業分野にお

ける人材の育成

数

産学官連携によ

るデーヲ活用に

取り組んだ企

業団体数（累

計）

新エネルギーの

導入量（世帯数

換算）

県の支援を受けて、さまざまな産業分野において、新たな発想や ICT等の利活用による新
事業展開や、商品・サービスの創出等につながった件数
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①産業を取り巻く社会経済情勢等は、固まぐるしく変化し、従来の社会モデルが適用しない時代に入

コています。また、生産年齢人口が減少し、若者の県外流出が課題となっている中、クリエイテイ

ブな視点や新たなテクノロジーを活用して、新しい価値や事業等を産み出すことにより、新たな産

業や若者にとって魅力的なしごとを創出することが求められています。

②世界の産業の主戦場が、ビッグデータを取得して l0 TやA！と組み合わせ、市場を獲得していく

ような領域にシフトし、産業構造や就業構造にさえ変革の波が押し寄せている中では、 I o 丁、 A

｜等 1c 7の導入活用およびデータ活用を推進し、産業振興や課題解決につなげていく必要があり

ます。

③今後の食品市場規模は、圏内市場が縮小していく一方で、世界市場は大きく拡大することが想定さ

れており、消費者のライフスタイルの変化や海外現地ニーズを的確にとらえ、新商品の開発や魅力

あるサーピ、スの提供など、新たな価値を創出できる人材の確保・育成を進める必要があります。

④高齢化が進展する中、ヘルスケア（医療・健康，福祉）分野の製品’サービスに対するニーズも多

様化しています。このため、研究開発等の促進やヘルスケア産業の活性化をめざすライフイノベー

シヨンの取組を推進する必要があります。

⑤環境や住民生活に十分配慮し、地域との共生が図られた安全で安心な新エネ）［，，＇ギーの導入が求めら

れています。 lo 丁、 Alの活用等！こより、さらなる省エネ推進とともに、需要に対応したエネル

ギの安定供給が必要で、す。

⑥三重県RD F運営協議会総会決議に基づき、 RDF製造団体から三重ごみ図形燃料発電所へのRD 

戸搬入が終了したことに伴い、令和元（2019）年9月に間発電所における焼却・発電を終了しまし

た。今後は、 RD F焼却・発電事業を円滑に終了する必要があります。

①「みえ産業振興ビジョン」の具現化に向けて、知恵や知識、技術の fKUMINAOSHI （組み

合わせ・繋ぎ直し）」により、新しい価値を生み出し、三藁県経済が成長していけるよう、ものづく

り産業の第4次産業革命への適応、多様な魅力（特性）を生かした付加価値の創出、人口減少社会

での地域課題の解決への貢献、産業プラットフォ ムの強化に取り組みます。

②起業や新たな事業展開をめざすスタートアップの自律的・継続的な創出を目的として、県内の先輩

起業家、首都圏等で活躍する三重県出身の幸苦手起業経験者等、本県にゆかりのあるクリエイティブ

人材等とのネットワークから支援を受けたスタートアップが、その経験をふまえて後輩起業家の支

援を行い、起業家支援ネットワークを拡大していく仕組み「スタートアップ エコシステム」の構

築に取り組みます。

③「空飛ぶクルマ」の活用！こよる様々な地域課題の解決、新たなビジネスの創出を目指して、民間事

業者による機体開発に向けた実証実験の支援や、県内事業者による「空飛ぶクルマ」の活用等、「空

の移動革命」の促進に取り組みます。
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④「みえデータサイエンス推進構想（仮称）Jに慕づき、産学官連携によるデータ活用プラットフオ

ームを運営し、データ活用プロジェクトによる新産業創出や地域課題解決の推進に取り組むととも

に、 I o 了、 Al等 ic Tやデータを活用できる人材の育成に取り組みます。また、伺構想による

取組の一環として、「三重県 loT推進ラボ」の仕組みを活用することにより、県内中小企業等に

おける lo丁、 Al等 ICTの導入・活用の促進に取りまEみます。さらに、「オープンガバメント

推進協議会」に引き続き参画し、オープンデータの活用や職員のデーヲリテラシーの向上等につい

て、先進他地域と連携した取組を進めます。

⑤食品見本市への出浸支援や国内外に商流をもっバイヤーを招へいした商談会を開催し、商談機会と

ともにバイヤ一等からのニーズを捉える機会を創出します。また、「みえの食」のイメージを向上

させ、新たな市場を獲得するため、クリヱイティブ人材等との多様な連携を推進し、洗練されたサ

ービスや新商品の開発等を支援します。

また、令和2 (2020）年3月に設立する食の人目オ育成プラットフオームを通じて、商品やサービ

スに新たな価値を創出できる人材の育成・確保に取り組みます。

⑥「三重県新エネルギービジョンj に基づき、築民や事業者に対して啓発や研修等を行うとともに、

エネルギーの地産地消によるまちづくりや、関連技術の開発を支援します。

II I衰療保健部 l
⑦ヘルスケア分野のさまざまな製品・サービスを創出するため、医療・福祉現場等のニ ズと県内も

のづくり企業の持つ技術等とのマッチングや、県内外の事業者間のマッチングに取り組みます。ま

た、産学官民が連携して取り組む「みえライフイノベーシヨン総合特区計画jに慕づく取組の周知

に努めるとともに、企業等の製品開発活動に必要なコーデイネートを行います。

企業庁

⑧関係市町等と連携し、 RD F焼却・発電事業の円滑な終了に向けて取り組むとともに、施設撤去な

どを進めます。
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施策324 戦略的な企業誘致の推進と県内再投資の促進

【主担当部局．雇用経済部｝

機議議議選議議言言謀議議議選豪華議議議員総 震需~l語感i~w~~ 1 li；~f: 滋｜
成長が娯待される産業や医際競争力のある産業など多様な産業が活発に事業活動を行える環境づ

くりが進むとともに、国内外の企業による県内への投資が持続的に行われ、雇用の維持・創出や地域

経済の活性化につながっています。

目標項目
の説明

2年度目標値
の考え方

企業立地件数

（累計）

操業環境の改善

に向けた取組件

数（累計）

県が関与した企業による県内への設備投資の目標額に対する達成率

①グローパル競争が激化する中でも県内産業が持続的に発展していくため、航空宇宙や次世代自動車

関連、「食」関連など、今後成長が期待される分野の投資に加え、マザー工場化等を促進していく

必要があります。一方、少子高齢化の加速や若者の流出による生産年齢人口の減少に対応するため、

スマート工場化や本社機能の移転、県南部地域における投資などを促進していく必要があります。

②経済のグローバル化が進展する中、新たなノウハウや最新技術を取り込み、県内企業の技術力向上

やイノベーシヨン創出につなげるため、市町や国、日本貿易振興機構（ JETRO）など関係機関

と連携して、外資系企業の立地を促進していく必要があります。
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③国内外における操業環境の優位性を保つため、操業に関する規制の合理化や法手続きの迅速化を図

る必要があります。また、県内の産業用地が減少傾向にあることから、新たな企業誘致や祭内企業

の再投資を促進するため、産業用地を確保する必要があります。

④背後圏の産業を物流面で支える総合港湾として、四日市港がその機能を十分に発揮する必要があり

ます。

瞳躍輔髄盤臨騨譜講讃聾離職鱗酷醸醸驚麟輔離職麟輔輔艦購輔盤輔轍輯輔購器購
①企業投資促進制度の活用やワンストップサービスの提供などにより、成長産業分野への投資やマザ

一工場化、スマート工場化、研究開発施設など高付加価値化や拠点機能の強化につながる投資、県

南部地域における地域資源を活用した産業への投資を促進します。また、ものづくり基盤技術の高

度化や付加価億の高いサービスの提供などに取り組む中小企業・小規模企業の設備投資を促進しま

す。さらに、市町等と連携しながら、地域経済牽引事業の促進を図ります。

②市町や日本貿易振興機構（ JETRO）、グレーターナゴヤ目イニシアティブ CGN I）協議会、

三重県外資系企業誘致推進会議などとの連携を密にしながら、外資系企業の誘致に取り組みます。

外資系企業ワンストップサービス窓口の活用を進めるとともに、外資系企業や日本貿易振興機構

(JET RO）をはじめとする連携機関に対する本県の操業環境情報の効果的な提供、外資系企業

が初めて県内に立地する際に重要なポイントとなる認知度向上に向けた情報発信支援を行います。

さらには、急増するインバウンドの取り込みなどに向けた外資系ホテルの誘致に取り組みます。

③規制の合理化や法手続きの迅速化に関する課題を掘り起こすため、企業からの聞き取りを継続的に

行うとともに、明らかになった課題の解決に向けた検討を企業や市町とともに進めます。また、新

たな産業用地の確保については、計図が進められている産業用地の開発に係る許認可等の手続きが

円滑に進むよう、関係部局との調整を行うとともに、土地利用状況、インフラ整備等を踏まえた新

たな候補地の検討や、民間の再再発計画および工場跡地等の未利用地の情報収集を関係市町と連携し

て進めます。

④四日市港が背後圏産業の競争力の維持強化に物流菌から貢献できるよう、四日市港管浬組合が行

う港湾・海岸施設の防災・減災対策、老朽化対策、コンテナ耐震強化岸壁の整備促進などの機能強

化の取組や、罰内外の企業や船会社に対するポートセールスを支援し、四B市港の利用促進に取り

組みます。
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（施策33 1 ~:3'f-iJ' G~l;fn~三重の観光
【主担当部局：雇用経済部観光局｝

陣織選泌総選議議案繍様様総量~議言語~ii\\ i'.・ff ~li lji+t 11, i！~i1Ri! iiJl~1'ffit1~i!ll&s~l ：調
県民の皆さん、観光地域づくり法人 CDMO）、観光関連事業者、市町等と一体となって、オール

三重量で戦略的な観光マーケテイングの仕組みを確立し、三重の強みを生かした観光ブランディングや

観光の魅力づくり、観光産業の基盤づくり、快適な旅行環境整備に取り組むことにより、三重が旅の

呂的地として世界から選ばれ続け、観光産業が三重県経済をけん引する産業のーっとして持続的に成

長するとともに、地域全体の発展につながっています。

目標項目
の説明

2年度目標億
の考え方

県内の延べ宿泊

者数

県内の外国人延

べ宿泊者数

観光客が県内において支出した観光消費額（交通費、宿泊費、飲食費、入場料、土産代等）

①観光産業は、県内総生産の 3%（平成27(2015）年）を超えており、本県経済の稼ぎ手として、持

続的に成長することが期待されています。
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②木県では、伊勢志摩サミットやお伊勢さん菓子博2017、インターハイ等の好機を生かし、オール三

重で観光振興に取り絡んだ結果、平成30(2018）年の観光入込客数は4年連続で増加し、過去最高

のヰ， 261万人を記録しました。また、観光消費額についても 5,338億円と 4年連続で増加し、神宮

式年遷宮のあった平成25(2013）年に次ぐ過去2番目となるなど、観光で地域の稼ぐ力を伸ばす「観

光の産業化」に向けた取組が着実に実を結びつつあります。

③日本の観光を取り巻く状況は、人口減少および少子高齢化の進展、旅行ニーズの多様化、インバウ

ンドの急増、キャッシュレス化の進展、 IC Tの進歩、観光産業の担い手不足等大きく変化してお

り、本県の観光の発展のためには、こうした新たな課題にもしっかりと対応していく必要がありま

す。

④令和2(2020）年の東京2020オリンピック・パラリンピック、令和3(2021）年の三重とこわか国

体・三重とこわか大会、令和7(2025）年の大波・関西万博等のイベント、令和9 (2027）年のリ

ニア中央新幹線東京・名古屋問先行調業、令和 15(2033）年の次期神宮式年遷宮等を見据え、オー

ル三重で観光振興に取り組むことが必要です。

⑤旅の目的地として世界から選ばれ、持続的に成長する三重の観光の実現に向けて、国内外の観光客

の多様なニーズを的確にとらえるためのデジタルマーケティングの仕組みを確立し、三重県観光の

ブランディングや観光地の魅力づくりに取り組むとともに、観光産業の高付加価値化や観光産業の

生産性向上、受入れ環境整備に向けた取組を進めていくことが必要です。

瞳謹輯輯臨鹿龍野誠曜輯艦砲援護量産鞭蟹議酔唖軸簡臨時離話網鶴輔艶鱒轍
① S DG sやSociety5.0の観点を取り入れて策定する三重県観光振興基本計聞に基づき、旅行者目

線に立った観光振興の取組安、県、市町、県民、 DM O、観光事業者、銭光関係団体がそれぞれの

役割を扱いながら、連携・協力しオール三震で推進します。

②観光客の行動スキームである「旅への興味」「情報収集J「計画，予約」「自的地」「旅行後」の各段

階！こ応じて、多様なデー告を収集・分析することで観光客の関心や晴好に沿った観光コンテンツや

サービスをヲイムリーに提供するなど、戦略的な観光マーケティングの仕組みを確立し、効果的な

プロモーションや地域の魅力づくりにつなげます。

③動画やSN S等を活用し、旅行者の関心や渚好に合わせた情報を提供するなど、自然や文化、食、

体験など「三重ならではの価値」を生かし、 f三重に行かなければ味わうことのできないj新たな

価値を、旅行者の回線も踏まえてオール三重で創造するとともに、客が客を呼ぶサイクルの確立に

向けたブランディングを展開します。

④個人の外国人旅行者（ F I T）や欧米諸国・富裕層及び首都圏・関西圏等大都市留からの誘客・宿

58を促進するため、鉄道、航空などの交通事業者や国・他府県、 JNT O等関係機関と連携し、発

地での情報発信や誘客プロモーションに取り組みます。

⑤観光関連事業者やDM O、市町等と連携しながら、体験メニュ の創出など地域ならではの資源を

生かした観光地の魅力づくりや国内外に向けた情報発信を促進します。また、本県観光の新たなゲ

ートウェイとして、クルーズ船のさらなる誘致と受入態勢の向上に取り組みます。

⑤三重ならではの特色を生かし、ターゲットを明確にしたセールスプロモ ションを行うことで、国

際会議の開催につなげ、 MIC E開催地としてのブランド価値を高めます。

⑦観光防災やバリアフリー観光を推進するとともに、 Al等最新の情報通信技術を生かした観光案内

など、誰もが安全，安心に、ストレスフリーに旅行できる環境整備を促進します。
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（施策332H叩な営業活動

【主担当部局目雇用経済部】

陣織菱総議養護婦繍喜義援護童話番議員総 （ ： 芯到
戦略的な営業活動により、三重が世界に誇る産業の持つ魅力や価値に国内外から共感が集まり、本

県の認知度が高まることで、県産品等の販路拡大や観光客の増加、県内への企業誘致など、産業・地

域経済の活性化につながっています。

目標項目
の説明

2年度目標値
の考え方

るネットワーク

を生かしたイベ

ント実施件数

（累計）

首都圏営業拠点

「三重テラス」

の利用者数

伝統産業目地場

産業の技術等の

活用、連携によ

り商品開発、販

路開拓、情報発

信に取り緩んだ

事業者数（巣言十）

首都圏・関西匿におけるアンケー卜で、「購入したい三重県産品があるj、「観光旅行で三重
に行きたいJと考えている人の叡合
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①令和2(2020）年に東京 2020オリンピック・パラリンピック、令和3(2021）年iこ三重とこわか国

体・三重とこわか大会、令和7(2025）年に大阪・関西万博、令和8(2026）年に愛知県でアジア

競技大会が開催されます。これら国内・県内で開催されるヒ、ツグイベン卜の機会を生かして、県産

品の妓路拡大や観光客の増加に向けた戦略的な営業活動を行う必要があります。また、これまでの

取紹によりつながった三重ファンと協働して魅力発信していくことが必要です。

②三重テラスは、第2ステージ（平成30(2018）年度から令和4(2022）年度まで）に入り、首都圏

における認知度向上、三重の応援団等のネットワーク構築、販路開拓のノウハウの蓄積、首都圏メ

ディアとの関係構築等の第1ステージ（平成25(2013）年度から 29(2017）年度）の成果の活用が

求められています。また、集客を強力に進めるとともに、盟主力的なイベント内容・商品 メニュー

や店員のおもてなしにより、お客様の満足度を高めるよう、運営の質をさらに高めることが必要で

す。

③関西圏においては、近年インバウンドが急増しており、令和7(2025）年には大阪・関西万博も開

催されることから、これらの動向を約確にとらえ、三重の魅力発信、観光誘客、県産品の販路拡大

につなげていくため、営業活動をさらに強化していく必要があります。

④伝統産業・士技場産業等は、地域の伝統や技術、原料など、三重の風土に根づ、いた魅力（特性）を生

かした貴重な産業です。あらためてその魅力を再認識し、昨今のライフスタイルの変化や消費者ニ

ーズに対応できる新たな魅力や価値を創出し、広く発信することが必要です。

議 - - 一 一一一一
①三重県営業本部では、三重の認知度を一層向上させるため、ビッグイベントの機会を生かし、県関

係課、市町、関係団体等と連携した取組を進めます。このうち、大阪・関西万博に関しては、三重

県営業本部の中で庁内体制を整え、具体的な方策を検討していきます。

また、包括連携協定を締結した企業等と逮携しながら三霊祭フェア等を開催することにより、東京

オリンピック・パラリンピックが開催される首都圏をはじめ、関西圏、中部恩及び海外において、

三重の魅力発信に努めます。

②三主主テラスでは、三重の応援団や応援企業などの三重ファンと連携した取組を行うほか、首都圏メ

ディア目 SN Sを活用した情報発信l二取り組みます。

また、首都圏における東京オリンピック曹パラリンピック関連イベント（例：「応援村 OUEN 

MU RAJ）を活用して、世界の人びとに三宣言の魅力を発信します。

③関西圏では、令和2(2020）年度からスタートする新たな関西国営業戦略に基づき、 2025大阪・関

西万博の開催に向けた動きや急増するインバウンドなど、関西圏における社会経済情勢の変化の把

握！こ努めつつ、県内市町.l!ll体、事業者、県関係課と連携し、「情報発信の強イ如、「観光誘客J、「食

の販路拡大j等の営業活動を展開するとともに、これらを支える「多様なネットワークの充実・強

化j に取り組みます。

④伝統産業・地場産業では、新たにインバウンド需要をターゲットとし、デザイナーや他事業者等と

の多様な連携による商品開発や、食材など他の産品と一体となったプロモーシヨンの実施により、

販路開拓に向けた取組を支援します。また、伝統産業・地場産業の後継者育成や若手職人の技術向

上のための取組を支援します。

⑤「三重の日本酒」について、県内酒蔵等とともに、フランスにおいてシェフ、ソムリ工、バイヤ一

等への強力なプロモーションを継続し、一層の販路開拓及びブランド価値の向上に取り組みます。
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［主担当部局＝雇用経済部］

機議議事綿織を量挙権量産量義援護護協議議機111~1~11:ii!li rr;w~：l!'l,1 ~tlilti E盟問
平成28(2016）年の伊勢志摩サミット開催で大きく向上した本黒の知名度や、これまで縫ってきた

さまざまな強みを生かし、産学官が一体となった取組により、ものづくり産業や食 a 観光など県内企

業の海外展揚が進むとともに、優れた企業の誘致や、グローバル人材の相互交流！こより地域l二新たな

活力と価値が創造されています。

目標項目
の説明

2年度目標債
の考え方

った企業数（累

計）

盟際的な視野を

持つ若者の育成

に取り組んだ件

数

「三重県県内事業所アンケー卜」において、「輸出」、「海外拠点の設立Jまたは「外国人観
光客の受入Jを行っていると回答した企業の割合

①グローバル化の進展に加え、人口減少による園内市場の縮小が見込まれることから、企業の海外展

開は喫緊の諜題となっています。県内中小企業の海外展開は他県と比べ遅れている傾向にあること

から、 '.9イや台湾をはじめ、これまで本県が関係を構築してきた国や地域とのネットワークを生か

しながら、海外展開をめざす中小企業を積極的に支援していく必要があります。とりわけ、空イで

はバンコクの「三重タイイノベーシ 2ンセンター注） 1」を拠点として、食関連のビジネスを展開す

る好機を迎えています。
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CZ伊勢志摩サミットでは、三重県の魅力が国内外に発信されるとともに、海外留学や海外研修等に参

加する高校生が2割以上増えるなど、県内の若者が海外に目を向ける絶好の機会となりました。こ

うしたサミットのレガシーを生かし、県民が主体的に行う国際的な活動をさらに広げていくことで、

グローバルな視野を持って将来地域で活躍する人材の育成jこ取り組んでいく必要があります。

注） 1 三重タイ イノペションセンター：三三重県とタイ政府が協力してバンコクに設置した食などの産業連携の拠点（平
成 30(2018）年11月間所）のこと。

麟議l鵬轍融関融盤騨E離職職韓議離職轍時議時器購輔輔輔鱒
①県内企業のニーズやみえ国際展開推進連合協議会での意見を踏まえ、企業の国際展開やインパウン

ド、食の販路開拓等を推進するための海外ミッション団を派遣します。また、三重県産業支援セン

告ーや日本貿易振興機構（ JETRO）、県内金融機関等と連携して設費している「三重県国際展

開支援窓口」を活用して中小企業の海外ビジネスを支援します。加えて、日本貿易振興機構（J E 

T RO）が実施する貿易相談や商談支援などの各種メニューの活用を促進します。

②「三重タイイノベーションセンターJにおいて、＇.）／イ事業者に対して本県の食の魅力発信や食品加

工技術のPRを行うことで食の販路拡大を図るとともに、食品加工にかかる現地の人材育成に貢献

します。

また、技術力向上講座を実施することで現地企業の品質向上を図り、ひいては当該企業と取引のあ

る県内企業の品質・競争力向上につなげます。

③県内大学等と連携した国際インタ ンシップの受入を推進することにより、県内企業の高度外国人

材獲得を促進するとともに、海外の優秀な人材に三震県ファンになっていただくよう取り組みます。

④大使館・領事館等の活動への協力や、姉妹提携等に基づく自治体間交流、民間の交流団体と連携し

たPR事業の実施や、国際協力機構（ JI CA）や国際環境技術移転センター（ IGETT）など

国際協力団体の活動への支援など、様々な交流活動を進めるとともに、国際的な視野を持つ若者の

育成に積極的に取り組むことにより、県民が世界に密を向けるきっかけとなるよう働きかけを行っ

ていきます。

⑤ポストサミットの取紹として、 .MICEの誘致や「みえ恩襟ウィークjの実施、伊勢志摩サミット

記念館「サミエール」を活用した情報発信などを進めていきます。
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施策34 1 次代を担う若者の県内定着に向けた就労支援

【主担当部局：雇用経済部】

選重量豊磁擁護機i論議議選議童話機言語j~＼~）J ~.01.! ~11~＇w 11i1 
県内で働きたいという意欲のある若者が、その能力を発揮しながら、いきいきと働き続けることが

できるとともに、安定した就労により経済基盤を確立することで、安心して次世代を育てることので

きる環境が実現しています。

目標項目 ｜県内高等教育機関の新卒就職者および県外の就職支援協定締結大学の新卒就職者（三重県出
の説明 l身者に限る。）のうち、県内企業等へ就職した人の都合

2年度目標値

の考え方

おしごと広場み

え等に登録した

求職者の就職率

イン担ーンシツ

プ実施率

①人口減少・高齢化の進行や、若者ー子育て世代の転出超過などにより、県内中小企業では、労働力

不足が深刻化しています。特jこ若者の県外流出が大きな課題となっており、県内高等教育機関卒業

生の県内企業への就労を促進するとともに、県外の大学へ進学した学生を就職時に三重県へ呼び戻

す取組が必要です。

②県外の大学へ進学した学生や iタ ン希望の学生が県内企業でのインターンシップや就職を希望し

ても、どのような企業があるのか、県内企業にはどのような魅力があるのかなどを知ることが難し

い状況です。
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③労働力不足を解消するためには、新規学卒者に加え、離職者・転職希望者等の幅広い人材の県内企

業への就職・定着が必要であるとともに、無業者などの潜在的な労働力を確保することが震要です。

④いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、現在も、本意

ではない非正規雇用や無業の状態である人が一定存在します。こうした状況にある人を対象に、安

定した就労に向けた支援の充実が求められています。また、若年無業者の職業的自立が課題となっ

ており、就労に向けて、地域で包括的に支援する仕組みが求められています。

⑤生産性向上や競争力の強化など、県内産業界のニーズをふまえながら、新規学卒者や離転職者、在

職者等を対象とした多様な職業訓練を実施していくことが求められています。

盤解離路盤翠量購欝鱗空調轟輔盤騨踏欝轍軸型弾事費輔輔購輯醐輔瞳輯
①県内企業への就職を促進するため、三重労働局等の関係機関と連携しながら、おしごと広場みえに

おいてワンストップで総合的な就労支援サービスを提供するほか、合間企業説明会の開催など学生

と県内企業との交流機会の創出や、県内企業の情報発信等に取り組みます。また、県外大学との就

職支援協定の締結を引き続き進めるとともに、 SN Sの活用や大学主催の保護者会への出席など、

さまざまな方法で情報を発信することで、県内企業のさらなる認知度向上に努めます。

②学生が県内企業の魅力を知り、就職につなげることができるよう、県内企業の様々な魅力を集めた

ヂ ヲベース「みえの企業まるわかり NAV I Jによる情報発信を引き続き進めるとともに、就職

支援協定締結大学や県内経済団体等と連携し、インJ;lーンシップ情報サイト（令和元（2019）年度

に構築）を活用したインターンシップの取組を促進します。

③離職者や転機希望者等の県内への就織・定着を進めるため、県内企業の求人情報が検索回参照でき

るマッチングサイトの活用を図るとともに、就職・転職セミナ一、職場体験など、多様な支援メニ

ユ を準備することで、離職者や転職希望者等 人ひとりの実情に応じた支援に取り組みます。企

業に対しては、採用力強化セミナーを開催し、中途採用などの幅広い人材確保のノウハウを提供し

ます。

また、無業者については、三重労働局等の関係機関と連携しながら、地域若者サポートステ シヨ

ンを活用し、各種講座や訓練等を提供することで職業的自立につなげます。

④就職氷河期世代の不本意に非正規雇用で働く者や長期無業者が、安心して働き、いきいきと活躍で

きる社会を実現するため、就労支援機関やひきこもり支援機関などの関係機関と一層連携しながら、

相談から就職までのー賞した支援を行います。また、就労体験や就労訓練の受入先となる企業等を

開拓するとともに、市町等との情報共有や企業とのマッチングを行います。さらに、きめ細かなニ

ーズを把握し、留の施策を補完するため、県内における就職氷河期世代に係る実態調査を実施しま

す。

⑤産業界のニーズをふまえ、新規学卒者や離転職者など、様々な人材を対象とした多様な職業訓練を

実施して修了生の就職促進を図るとともに、県内企業の技術者等の技能向上のため、引き続き在職

者訓練！こ取り組みます。
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【主担当部局：雇用経済部】

l謀議議重量級重量養護議選議選議選議菱重量i議議議j !ll］~j 割
誰もが働き続けられる職場環境づくりに向けて、企業、経済団体、労働団体、行政等が主体的に取

り紹むことにより、性別や年齢、歯籍、障がいの有無等に関わりなく、意欲や能力を十分発揮してい

きいきと働いているとともに、家庭生活も充実し、仕事と生活を調和させています。

目標項目
の説明

「三三重県内事業所労働条件等実態調査」における調査対象事業所（従業員規模 10人以上300
人未満の県内事業所から抽出）のうち、「多様な就労形態を導入している」と回答した県内
事業所の割合

2年度自標伎
の考え方

る障がい者の法

定震用率達成企

業の割合

外国人雇用に係

るセミナ一等を

活用した事業者

の満足度

①働く意欲のある全ての人が、多様な働き方を選択し、自らの能力 スキルを発揮することにより、

いきいきと働き、地域の中で活躍できるよう、柔軟な就労形態の導入など、企業における働き方改

革を推進し、企業の生産性向上や人材確保・定着促進！こつなげる必要があります。

②安心して働き続けるためには、雇用等に不安を抱える労働者に対する労働相談等のセーフテイネッ

ト機能の充実が求められています。

③働く意欲のある女性が、妊娠・出産・子育て等のさまざまなライフイベントを迎えても、希望する

形で就労することができるよう支援する必要があります。
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④生産年齢人口が減少する中、働く意欲のある高齢者がこれまで培ってきた経験や能力を発揮できる

ょう、高齢者の心身の状況等に応じた多様な就労機会を提供することが求められています。

⑤県内の民間企業における障がい者の法定雇用率達成企業の都合は、近年改善しているものの、 層

の雇用促進に向けて、ステップアップカフェなどを活用した気運の醸成や働きやすい職場づくりの

支援に取り組むとともに、多様な働き方についての検討を進める必要があります。

⑥外国人労働者は、 B本語能力や仕事上のルールに関する知識等が十分でないことが多い中で、外国

人に対する受入れ環境が十分整っていない企業が一定存在すると見込まれるため、安心して就労で

きるよう、環境を整備することが必要です。

監寵騨議議離臨調議麟露首醐醸察審轍盤鵬櫨鞠轡轡輔輔輔輔購購鱒輯瞳蝉襲警
①平成31(2019）年4月から働き方改革関連法がj順次施行されており、企業の規模、業種にかかわら

ず、誰もが働きやすい職場環境や柔軟な働き方を実現するため、健康経営の視点も入れながら、ア

ドバイザーの派遣や「みえの働き方改革推進企業」登録・表彰制度等の取組を進め、働き方改革を

県内に広く普及していきます。

②相談内容が年々複雑・多様化していることから、労働相談室を引き続き設置し、関係機関と連携し

ながら、的確な対応に努めます。

③働く意欲のある女性が、妊娠・出産・子育て、介護等のさまざまなライフイベントを迎えても、希

望する形で就労することができるよう、引き続き、 人ひとりのニーズに合わせて再就職を支援す

るとともに、県内高等教育機関の学生を対象に仕事と家庭の両立を体験できるプログラムの実施や

講座の凋催等により、就労継続の意識啓発を進めていきます。

＠働く意欲のある高齢者の雇用を促進するため、引き続きシルバー人材センヲ の取組を支援すると

ともに、新たに、地域の多様な主体による高齢者雇用の仕組みを構築し、高齢者の心身の状況等に

応じた多様な就労機会を創出します。

⑤障がい者が希望や能力、適性を生かして働き、ともに働くことが当たり前の社会となるよう、職業

訓練職場実習の機会を提供するとともに、ステップアップカフェや三重県樟がい者雇用促進ネッ

トワークなどの取組を通じて企業や県民の理解をより一層促進します。また、 ICTの活用や障が

い者が活擢できる多様な働き方を検討し、普及するとともに、障がい者が働きやすい職場づくりに

取り紐みます。

⑤外国人が安心して就労できる環境づくりを進めるため、職場定着に向けた外国人向け社内研修の実

施や適切な労働環境の確保を図るためのセミナ一等を開催し、企業側における受入体制の整備促進

を図るとともに、多言語による相談支援体制の整備や職業訓練’職場体験機会の提供に取り組みま

す。また、技能検定試験については、外国人技能実習制度の変更に伴う受検申請者の増加に対応で

きるよう、試験実施体制の整備を図ります。
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（施策35 1 伸縮港湾舗の推進

【主担当部局：県土整備部］

E謀議重量級厳重量挙強弱言語繰織騒踊：： （： ョ
東海環状自動車道や近畿自動車道紀勢線など高規格幹線道路の整備が進み、幹線道路やこれらにア

クセスする道路等の整備、道路目港湾施設等の適切な維持管理！こ取り絶むことで、県民の皆さんの安

全・安心が高まるとともに、地域間の交流連携が広がり、地域の経済活動が活性化しています。

県民生活の安
全性・利便性の
向上や地域の
経済活動等を
支援する道路
の新規供用延
長

目標演目

の説明

2年度目標値

の考え方

橋梁の修繕完了

率

県管理港湾にお

ける岸壁等の更

新実施延長

高規格幹線道路、直轄国道およびこれらと 体となった県管環道路の新規供用延長
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①新名神高速道路の県内区間全線開通をはじめ、多くの幹線道路等の整備が進み、地域間の交流・連

携が促進されるとともに、地域の安全・安心が高まるなどの整備効果があらわれてきていますが、

都市部における慢性的な渋滞の発生、近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模自然

災害への備えなど多くの課題があります。このため、引き続き道路整備や新たな道路ネットワーク

の検討を進める必要があります。道路整備については、地域のニーズにきめ細かに応えるため、バ

イパス整備等の抜本的な整備に加え、待避所の設置など柔軟な対応を織り交ぜた整備を推進してい

く必要があります。また、令和3(2021)年の三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向け、

県内外からの来場者の安全、利便性の向上を図るため、道路整備が急務となっています。さらに、

県内への誘客促進や地域活性化のため、東海環状自動車道および令和元（2019）年に全線事業化が

実現した近畿自動車道紀勢線の早期整備に向けた取組を進める必要があります。

②交通事故対策や交通弱者への対策を進める中で、通学児童や未就学児の安全確保が全国的な課題と

なっており、道路利用者の安全確保に向けた道路施設の機能向上を図る必要があります。また、道

路利用者が安全’安心・快適に利用できるよう、老朽化の進行により維持管理コストの増大が予想

されている橋梁等道路施設の効果的効率的な修繕や、剥離が進んだ区画線の引き直しを実施する

必要があります。さらに、道路施設の老朽化対策等を可視化する「維持管理の見える化Jを進める

必要があります。

③県管理港湾については、老朽化した施設について、利用者の安全性や港湾の機能を確保するため、

施設の維持管理を行ってきました。しかし、建設後 50年を経過する施設が今後、急速に増加する

ことから、者朽化対策が喫緊の課題となっています。このため、引き続き、施設の適切な維持管理

と老朽化対策が必要です。また、港湾は大規模地震発生時に防災上の拠点となることから、緊急物

資輸送ルートの機能を確保する取組を進める必要があります。

L醐醐嗣

①産業活動や観光交流の拡大に伴い経済の好循環の端緒が見られる中、交通需要への対応や交通渋滞

の解消、地域のさらなる安全’安心の向上、地域住民の生活の質の向上をめざし、東海環状自動車

道、熊野尾鷲道路（五期）、熊野道路、紀宝熊野道路、新宮紀宝道路等の高規格幹線道路や、北勢

バイパス、中勢バイパス、桑名東部拡幅（伊勢大橋架替）等の直轄国道の整備促進を図るとともに、

鈴鹿四日市道路の早期事業化に向けた取組を推進します。具体的な取組として、沿線への企業立地

など、事業進展に伴うストック効果の発現状況や、銭光集客への波及効果など幹線道路の整備は確

実に地域の生産性向上および地方倉lj生に寄与することを客観的デーヲで示しながら、地域住民や企

業等の道路利用者と協力し、国等に道路の早期整備や鈴鹿四日市道路の早規事業化を要望していき

ます。さらに、生産性と成長力を引き上げるため、新たな道路ネットワークの構築をめざし、鈴鹿

亀山道路、名神名阪遠絡道路の事業化に向け、国等と連携して調査検討を進めます。

②高規格幹線道路や直轄国道の整備効果を最大限に生かす道路ネットワークの形成や、地域ニーズへ

の的確な対応に向けて、待避所の設置など早期に効薬を発現できる柔軟な対応を織り交ぜながら、

計闘的かつ効果的・効率的な県管理道路の整備を推進します。特に令和2(2020）年度は、六軒鎌

田線や磯部大王線（志島バイパス）等の供用をめざします。
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③通学児童や未就学児の安全確保を図るため、危険箆所の対策を実施し、道路施設の機能向上を図り

ます。また、道路利用者が安全・安心 E 快適に利用で‘きるよう、橋梁等道路施設について、計画的

な点検、効果的 a効率的な修繕を実施するとともに、意lj離が進んだ区画線については継続的に引き

獲しを実施するなど、適切な維持管理を進めます。さらに、道路施設の老朽化対策等を可視化する

「維持管狸の晃える化」の取組を進めます。

④港湾施設が将来にわたり必要な機能を十分発揮するよう、点検・補修等の維持管理を実施するとと

も！こ、津松阪港（大口地区、新堀地区）および宇治山臼港において老朽化対策を進めます。また、

緊急物資輸送ルートの機能を確保するため、長島港！こおいて臨港道路橋梁（江ノ浦大橋）の耐震対

策を進めます。
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施策352 安心を支え未来につなげる公共交通の充実

【主担当部局．地域連携部］

｜議綴豪華言語通菱重妥締滋議議議室長室i議選議lilN~~l~f~l !i~＇~l,'1/J！~ 民主；｜
誰もが行きたいところへ移動できる社会の実現をめざし、持続可能で地域最適な移動手段の確保や、

新技術を活用した次世代モビリティの導入等に、菌、市町、事業者、関係者等と連携して、取り組む

こどで、高齢者をはじめとする県民の皆さんや来訪者の安心感や利便性が高まっています。

また、国内外とのさらなる交流を促すため、中部国際空港や関西国際空港の機能強化や、リニア中

央新幹線の早期整備に向けた取組が進んでいます。

目標項目 ｜県内の鉄道（JRと私鉄の全線）とパス（三重交通、三岐パスおよび八風パスの会路線）の
の説明 ｜利用者数の合計

2年度目標値

の考え方

地域公共交通会

議等において、

生活交通の確保

に向け、新たな

交通手段の導入

について検討を

開始した件数

（累計）

高齢者を中心

としたモビリ

ティ・マネジメ

ントの取総を

行った地域数
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①複数市町等をまたぐ幹線パス等を園と協調して支援するとともに、利用者の少ない路線の利用促進

等による収支改善を図る必要があります。また、市町の地域公共交通会議に参加するなどにより、

県内路線パスやコミユヱティパス等公共交通の維持・活性化に向けた検討を進める必要があります。

②鉄道について、路線の維持・活性化を図るため、地域鉄道事業者が実施する安全対策等を国等と協

調して支援するとともに、沿線市町や関係府県等と連携し在来線や地域鉄道の利用促進に取り組む

必要があります。

③車を持たない高齢者などの円滑な移動を支援するため、市町等と連携を図りながら、制度の垣根を

越えた取組を検討する必要があります。また、高齢者の多様なニーズや地域の実情に応じた自動運

転技術やMa a S (Mobi I ity as a Service）孟） 1等の次世代モピリテイの導入、新たな移動手段の

確保に関係機関と連携して取り組む必要があります。

④モビリテイ・マネジメントの推進を図るため、高齢者を対象としたセミナ…やバスの乗り方教室を

実施するなど、公共交通への理解と活用を促す取組を市町や企業等と連携して進めていく必要があ

ります。

⑤「三重県自転車活用推進計商」に基づく施策等を、着実に進めるI必婆があります。

⑥中部国際空港の機能強化に向けて、引き続き、「中部国際空港利用促進協議会」等関係者との連携を

図りながら、空港の利用促進に取り組む必要があります。

⑦リニア中央新幹線の一日も早い全線開業の実現や、名古屋・大阪間のル…ト・駅位霞の早期確定に

向けた取組を進める必要があります。そのため、リニア中央新幹線の名古屋・大阪間の環境アセス

メントの円滑な着手や、その後の速やかな工事着手に向けた事前準備を進めるとともに、県内の気

運醸成を図る必要があります。

注） 1 Ma a S：出発地から自的地まで、利用者にとっての最適経路を提示するとともに、複数の交通手段やその他のサ

ピスを含め、…括して提供するサーピス。

①複数市町等をまたぐ幹線パス等に固と協調して支援するとともに、「特に利用状況が悪く、存続に

向けた取組が必要」とされたパス路線の利用促進に取り組みます。また、市宮Tの地域公共交通会議

に参加し、コミュニティパス等公共交還の維持や活性化に向けた協議や「地域公共交通網形成計画J

の策定や進捗管理に関する協議を進めるなど、引き続き、県内パス路線の維持・活性化を図るため

の取組を進めます。

②鉄道について、地域鉄道事業者が実施する安全対策等に冨や沿線市町と協調して支援するとともに、

「三重県鉄道網整備促進期成同盟会」、「際西本線整備・利用促進連盟」、「JR名松線沿線地域活性

化協議会」などにおける利用促進活動に取り組みます。
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③草を持たない高齢者などの円滑な移動を支援するため、地域の実情に応じた、福祉をはじめとする

関係分里？と連携した取組や次世代モビリテイ等を活用した取組などをモデル事業として、市町、事

業者等とともに進めますo また、 Ma a S等の新技術を活用した新たな移動手段の導入について検

討を行う地域や市町の取組！こ参箇し、支援するとともに、こうした取組を核としながら新たな移動

手段を導入する地域の拡大を図ります。さらに、自動運転の導入検討や、交通デ－'51のオープン化

等に取り組む交通事業者等に対して積極的に支援します。

④モビリテイ マネジメントの推進について、運転免許返納後、円滑に公共交通を活用した移動が可

能となるよう、高齢者等に対し、啓発活動や情報提供などを行います。また、学生や子どもを対象

とした啓発活動などについても、市町等と連携し、公共交通への理解と活用を促す取組を進めます。

⑤「三重県自転車活用推進計画」に基づく施策等が着実に進められるよう、関係機関等と連携します。

⑤中部国際空港について、「中部毘際空港利用促進協議会Jの事業を活用し、企業や若年層の利用促

進！こ取り組むほか、 Lc C向けの第2ターミナルが令和元（2019）年9月にオ プンしたことから、

しCCをはじめとするエアライン、鉄道やパス、高速船と連携して、広域周遊を促進するための取

組や利便性の向上を継続して行います。

⑦リニア中央新幹線について、「三重・奈良・大阪リニア中央新幹線建設促進会議」および「リニア

中央新幹線東海三県一市逮絡会議」の2つの枠組みにおいて、一日も早い全線開業の実現に向けた

取組を進めます。また、 JR東海との連携を密にし、必要な情報の収集・整理等を進めるとともに、

黒民の皆さんのりこア事業に対する理解や協力を得られるよう、効果的な啓発を行い、気運醸成を

図ります。
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（施策353 hで快適な住まいまちづ：げ

【主担当部局：県土整備部】

隙議選審議議泌を綾［~鱗禅譲葉樹言j議選議~1%![!1l~~i~lill！！~滋：諮努滋応主主主｜
新都市計画区域マスタープラン！こ示す都市計画の目標や方針に沿って人口減少・超高齢社会に対応

した集約型都市構造の形成（コンパクトなまちづくり）が進んでいます。また、都市基盤の整備や、

地域の個性を生かした景観形成、住環境の整備、建築物の安全性確保の取組が進むことにより、誰も

が魅力を感じ、安全で快適な住まいまちづくりが進んでいます。

計画区
土或マスタープ
ランの内容に
沿って都市計
爾決定（変更）
が行われた都
市計画区域の
数

呂襟項目

の説明

2年度目標値

の考え方

線共同溝整備の

合計延長（累計）

県営および市町

営住宅の長寿命

化工事達成割合

改定後の新都市計画区域マスヲープランで示された土地利用規制（区域区分）の基本方針お
よび土地利用（用途地域、地域地区）や都市施設なと、に関する都市計廼の決定方針に沿って
都市計画決定（変更）を行った都市計画区域の数
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①人口減少・超高齢社会に対応した持続可能性が高い集約型都市構造の形成に向けて、土地利用や都

市施設等に関する都市計画決定や、街路の歩道整備等、都市基盤の繋備を進めてきました。引き続

き持続可能性の高い集約型都市繕造の実現とともに、発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模

災害に対応したまちづくりに向けて、都市計画の策定や都市基盤の整備が求められています。

また、県や市が景観計画を策定するなど、良好な景観づくりに向けた取級を進めてきました。地域

の個性豊かで魅力ある景観を生かしたまちづくりを推進するため、引き続き、市宙Tが主体となった

景観づくりの取組や、地域の景観特性に配慮した公共事業等の推進が求められています。

②県営住宅の適切な維持管理を進めるとともに、耐久性省エネ性能等を備えた長期優良住宅の普及

促進と認定を行ってきました。また、住宅の確保に特に配慮を要する高齢者等への支援の充実を図

っています。引き続き、誰もが安全目安心で豊かな住生活を享受できる良質な住宅への転換や高齢

者をはじめ住宅の確保に特に配慮を要する方々への支援が求められています。

③建築物の安全性確保に向けて、建築主事を置く市と連携して、適法な新築建築物の確保とともに、

既存建築物の適正な維持保全の促進に努めてきました。引き続き、建築基準法や都市計画法等に基

づく許認可や指導・助言を行うことにより、安全・安心な建築物、宅地の確保を図ることが求めら

れています。

覇髄頼醸義官職難醐嘗醜盟関車欝臨調題量購翻館構錨濁轍騨儲醐融遍語輔
①人口減少・超高齢社会等に対応したまちづくりの形成に向けて、新都市計画区域マスタープランを

定めるとともに、それに沿った都市計画の策定を進めます。また、街路における通学路等の安全対

策や緊急輸送道路となっている区間の電線類の地中化等による都市基盤の整備を進めます。さらに、

市町の景観づくりに向けた取組の支援、屋外広告物の設置の適正化や安全対策の充実等により、地

域の個性を生かした良好な景観まちづくりの取組を進めます。

②三重県公営住宅等長寿命化計画に基づき県営住宅の長寿命化工事に取り組むとともに、市町営住宅

の長寿命化に向けた技術的助言言等の支援を行います。また、県営住宅について、子育て世帯の優先

枠や入居要件緩和の局知等により入居率を高める取組を進め、居地内のコミュニティの確保等につ

なげます。民間住宅については、長期優良住宅の普及促進により良質な住宅への転換を図るほか、

住宅確保要配慮者向け民間賃貸住宅の普及促進や栢談会の開催など居住支援の取絶を進めます。

③建築基準法に基づき、新築建築物等に対しては、確認審査や完了検査等を適確に実施するとともに、

不特定多数の者が利用する既存建築物については、定期謂査報告の内容確認を行い、必要な改善指

導を行うなど、適正な維持保全の促進に取り紐みます。また、良好な宅地水準および立地の適正性

を確保するため、都市計画法に基づき開発許可申請の審査、開発工事の完了検査を適確に行います。
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施策354 水資源の確保と土地の計画的な利用

【主担当部局・地域連携部】

隙属議選厳重量殺妻橋言語謀総動議員議j !1~1！~ ：滋；恕滋三侵略｜
水や土地は、限られた貴重な資源であり、県民の皆さんの生活や経済活動にとって不可欠な基盤で

す。安全で安心な水資源がいつでも安定して使用できる基盤整備が進むとともに、市町、関係機関等

と連携した供給体制が確保され、 7]<が大切に使用される社会が構築されています。

また、計画的かつ適正な土地利用が図られ、自然環境と調和のとれた農かな県土が次世代に引き継

がれています。

目標項目 ｜大規模災害持の浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの被災想定区域等で地籍調査を推進
の説明 ｜する市町数

2年度目標値

の考え方

管路の耐震適合

率

地籍諦査の効率

化に取り紐んだ

市町数
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①水道事業については、人口減少などの社会情勢の変化に対応するため、経営安定化への取組が必要

となっているとともに、大規模地震による被害発生時などにおいては、 7]<の供給等、行政区域を越

えた連携の重要性が高まっています。また、県が供給する水道用水、工業用水の施設についても、

地震による被害や絞年による老朽化が懸念されています。こうした中で、将来にわたって県民の暮

らしの安全・安心の確保と地域経済の発展に寄与していくため、持続可能な水の安全・安定供給の

実現に向けて、引き続き取り組んでいく必要があります。さらに、渇水時における水不足を解消す

るため、安定的な水資源の確保に取り組む必要があります。

②土地は限られた貴重な資源であることから、計画的かつ適正な土地利用を図る必要があります。ま

た、円滑な土地利用を図るため、地籍誠査を市町等と連携し推進していますが、進捗率は会国平均

を下回っていることから、効果的かつ効率的に地籍調査を進める必要があります。

｜草委主要扇頭豪華議議議議議藤義属議~ITifl~~Tu1tff:~~~~~lW;,ll 盗塁：： ：三塁
l地域連携部 l
①生活や産業活動に不可欠な水を安定して供給するため、長良川河口堰建設事業に伴う工業用水に係

る管理費等について、引き続き一般会計から工業用水道事業会計に出資し、長期的な視点から水資

源の確保を図ります。

②効巣的かつ効率的な地籍調査の実施にあたっては、南海トラフ地震等の大規模災害時に備えた防

災・復旧対策の推進や、インフラ整備の円滑化など、国の予算要求の考え方にも着目し、限られた

財源の中で、緊急性が高いと考えられる地区を重点的に推進します。また、市町に対して、新技術

の導入や、国直結事業の成果を活用した地籍調査などを推進するよう、普及啓発や情報提供を行う

ことで、市町の理解や協力が得られるよう努めます。加えて、休止市町に対しでも、引き続き、地

籍調査の重要性や効果を説明し、事業の再開に向けた働きかけを行っていきます。

l環境生活部 1
③園の交付金を活用するなどして、水道事業等における施設整備や耐震化などのライフライン機能強

化の促進を~ります。引き続き、認可等に係る指導監督および立入検査を行うとともに、水道法改

正に対応しつつ、水道の基盤強化に向けた取組を進めます。また、県内市町水道事業者との情報伝

達訓練など、災害時における応急給水活動の連携強化に向けた取組を行います。

匡霊3
④「安全で安心な水道用水Jと「良質な工業用水」を安定して供給するため、引き続き IS09001を活

用し、品質管理の徹底と業務改善に取り組むとともに、老朽化対策や耐震化等の施設の改良を計画

約、効率的に実施します。
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令和2年度当初予算編成に向けての基本的な考え方

＜行政運営の取組＞
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行政運営1 「みえ県民力ビジョンjの推進

【主担当部局：戦略企画部］

｜議室主；議織語言葉議議選議議選講義3 r:i~lJ~ll 譲｜
第三次行動計画！こ基づく施策を通じて、「新しい豊かさ」を享受できる三重づくりを県民の皆さんと

の協創により進めることで、三重県らしい、多様で、包容力ある持続可能な社会が実現し、取組の成

果が県民の皆さんに活き、幸福実感が高まっています。

目標項目
の説明

2年度目標値
の考え方

各施策の「副指

標」の達成割合

広域的な課題解

決に向けた新た

な連携取総数

（累計）

地域活動を行っ

ている県民の割
メミ
にコ

「主指標」の呂標値を達成した施策が会施策に占める割合

① fみえ県民カビジョン」に基づく施策の進行管理lま、「みえ成果向上サイクル（スマートサイクル）」

により行ってきましたが、各施策の f県民指標Jの達成割合は毘擦に到達していない状況です。引

き続き、各施策や事業の成果を県民の皆さんに届けられるよう、新たな課題への対応も含め、着実

に取紐を進めていく必要があります。
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②「三重霊祭まち E ひと・しごと書lj生総合戦略J（以下、「総合戦略」という。）に基づき、自然減対策と

校会減対策を車の両輪として人口減少の課題に取り組んできました。しかしながら、人口減少に歯

止めがかかっておらず、多岐にわたる分野の取組を有機的かつ効果的に結びつけ、相乗効果が発揮

されるよう、あらゆる施策を総動員していく必要があります。

③県民の皆さんの幸福実感を把握し、今後の県政運営や各種計画の策定に活用するため、「みえ県民意

識調査」を実施しています。引き続き、県政運営の方向性を決定する参考となるよう、「みえ県民意

識調査」の調査内容・方法を検証、検討していく必要があります。

④県境を越えて取り組むべき課題の解決に向けて、他の自治体等と連携し、各穣取組を進めてきまし

た。引き続き、全国知事会はもとより、共通の課題を有する自治体等と連携し、県単独では解決す

ることが難しい課題に効果的・効率的に取り組んでいく必要があります。

⑤県民の皆さんのNp O活動（市民活動、ボランティア活動等を含む）に対する理解、参画を促すこ

とで協倉jの裾里子を広げる取組を進めてきました。公益的活動を行う Np 0 （市民活動団体、ボラン

テイア屈体等を含む）やそれらを支援する中間支援団体が、さまざまな主体との協創を図りながら、

多様化、複雑化する地域の諸課題に対応していく必要があります。

幡宮鵜議論説議顧問輝頭難題議韓議 議総議総長縁結：1 ~rll! 
II戦略会麗部 l
①令和2 (2020）年度は、第2期総合戦略と一体化した県の中期の戦絡計画である第三次行動計画が

スタートします。総合戦略の基本目標等を含む各施策の目標を達成するため、「みえ成果向上サイク

ル（スマートサイクル）」に位置づける政策協議等を通じて、各部局に対し必要な支援や助言を行う

など、的確な進行管理を行っていきます。

②みえ県民意識調査については、今後の県政運営に活用するため、これまでの調査結果等をふまえ、

第 10回調査を実施します。

③「三重県国土強靭化地域計画」の推進に向けて、 fみえ成果向上サイクル（スマ トサイクル）」に

葵づき的確な進行管理を行っていきます。また、社会情勢の変化や国の動きをふまえ、「三重県国土

強靭化地域計画Jの改訂を進めるとともに、県内市町における国土強靭化地域計爾の策定に向けた

支援を行っていきます。

④国が主導するマイナンバー制度が円滑に運用されるよう、次期システム更改等に適切に対応すると

ともに、個人情報保護等に配慮しつつ、関係部局と連携した制度への的確な対応等を行っていきま

す。

⑤戦争の悲惨な実態と教訓｜が風化することのないよう、未来を担う若い世代をはじめとする多くの県

民の皆さんに、戦争の悲惨さと平和の大切さを伝える機会づくりに取り組んでいきます。

⑥総合教育会議の開催等を通じ、各部局の人づくりにかかる施策の総合調整を行い、「教育施策大綱」

に掲げる基本方針をふまえ、教育・人づくり政策の計画的な推進を図ります。

⑦県境を越えて取り組むべき共通の課題や広域的な課題に闘し、知事と他の自治体等の長が調査・研

究や提言・提案、連携事業等の実施について協議する場を設けることによって、各部局の施策推進

上必要な他の自治体等との連携した取組を進めます。

l環境生活部 1
⑧県民一人ひとりが自らを社会の担い手として認識し、 Np O活動について理解～参画し、さまざま

な主体との協創によって地域課題の解決に向けた取組を促進するため、「みえ県民交流センター」を

拠点として、 NPOIこ慢する県民の皆さんへの情報発信、 Np Oや中間支援組織の基盤・機能強化

に取り組みます。
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行政運営2 行財政改革の推進による県行政の自立運営

【主担当部局：総務部］

幽蓮華妥当経盤強緑樹議属議；j :q~；：；＊！~ll＇~ ~itili ！~＇~iJ~zK 自
県民の皆さんからの信頼回復と、「挑戦する風土・学習する綴織」への取組がさらに進み、高い意

欲と能力を持っとともにコンブライアンス意識が向上した職員が育ち、白木一、幸福が実感できる三

重、働きやすい県庁となっています。

自標項目
の説明

2年度目標値
の考え方

実践（「MI E職

員カアワード」

への応募）

コンブライアン

スの徹底に取り

組んだ所属の割
A 
Eコ

次期の行財政改革取組における全ての異体的取組のうち、達成した取組の割合
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①自治体においても働き方改革を進め、生産性の向上と正確性の確保を両立させたスマート自治体を

目指していく必要があります。また、県民の皆さんの信頼をお員なうような不適切な事務処理等が発

生しており、一層のコンブライアンスの推進が求められています。こうした現状をふまえつつ、県

政を取り巻く社会経済情勢の変化や厳しい財政状況等に的確に対応するためには、さらなる行財政

改革に取り組む必要があります。

②行政ニーズの複雑化・高度化や厳しい行財政環境の中で、引き続き、現場を重視し、県民の皆さん

と共に「協倉i」の取組を進めるとともに、自ら考え、未来を切り開くための取組にも果敢に挑戦で

きる人材育成を進める必要があります。また、職員の能力が最大限に発揮できる職場づくりに一層

取り組み、県民サービスの向上につなげていく必要があります。

③職員の危機管理意識の向上を図るため、研修等を実施していますが、危機への対応に改善を要する

ケースもあることから、引き続き意識向上を図ることで危機の未然防止の実効性を高めるとともに

危機の対応能力の向上を図る必要があります。

④職員が心身ともに健康で、職場においてその能力を十分に発揮することが求められているため、職

員自身のこころと体の健康への関心を喚起し、セルフケアに対する意識の向上を図る必要がありま

す。

臨 sm欝酔鞘醐霊軍縮鵡層面緩麓鶴喜怒霊麟融薄暗罵盟漉蹴鞠塑購艦砲酒竃檀越撞露盤謹離騒

II 総務部 ~ 
①現在策定を進めている次期の行財政改革の取組を着実に推進できるよう進行管理を行います。

②より一層篇素で効率的・効果的な組織体制の整備を図るとともに、三重とこわか国体・三重とこわ

か大会の準備やスマ ト自治体を推進するための総織体制の整備に取り組みます。

③現在検討を進めている新たな推進方針に基づき、ワーク・ライフ・マネジメントを推進します。

④県民の皆さんからの信頼回復と「挑戦する風土’学習する総織J、「詩代の変化に的確に対応できる

多様な人材育成」に向けて、現在見直しを行っている「三重県織員人づくり慕本方針」に基づき、

自ら考え、未来を切り開くための取組にも果敢に挑戦できる人材育成を進めます。

⑤県民の皆さんの信頼を損なうような不適切な事務処理事案や不祥事の再発防止に向け、引き続き、

コンブライアンスミーティングの開催や研修の充実等により、コンブライアンスの一層の浸透、組

織風土としての定着をめざして取り組みます。また、今年度中の制定をめざしている公文書等管理

条例（仮称）の運用を通し、公文書の適正管理の徹底に取り組みます。加えて、法令等を遵守しつ

つ、適正に業務を執行できる内部統制制度の整備官運用を行います。

⑤ f県磯員育成支援のための人事評価制度j等の適切かつ円滑な運用により、引き続き職員の意欲・

能力の向上と組織力の向上に取り組んでいきます。

⑦職員の安全を確保し、心と休の健康保持・増進を図るため、ストレスチェックをはじめとする総合

的なメンタルヘルス対策の実施や、職場における健康管理等、安全衛生管理に取り組みます。

l防災対策部 l
③研修等を通じて、危機発生の未然防止や危機発生時等に的確な対応が行えるよう、引き続き職員の

危機対応力の向上に取り組みます。
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行政運営3 行財政改革の推進による県財政の的確な運営

【主担当部局’総務部｝

｜議選菱総織選挙厳重量議融機伝言i ;,1~111~1w ~i'i~）： ）~i ；滋 ~1~1.i1! 1Rt1111i1 
将来世代！こ負担を先送りすることなく持続可能な財政運営が行われ、擦の政策が効果的に展開され

ています。

目標項目

の説明

2年度目標値

の考え方

県債残高

県税徴収率

新規歳入確保取

組数（累計）

当初予算における経常的支出額を経常的収入額で除した率
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①県財政！ま、これまで公債費の抑制など財政健全化の取組を進めてきた結果、第二次行動計画の県民

指標に掲げた県債残高や「三重県財政の健全化に向けた集中取組jの数値目標である経常収支適正

度が順調に改善するなど、成果があらわれつつあります。しかしながら、引き続き公債費が高水準

にあること、社会保湾関係経費が増加すると見込まれることなどから、今後も、財政の健全化に向

けた取組を進める必要があります。

【参考］県債（臨時財政対策債等を除く。）の令和元（2019）年度末残高見込， 7,683億円（目標：

7『 684億円）、令和元（2019）年度の経常収支適正度・ 99.8% （目標： 100%以下）

②税収確保対策については、個人住民税の特別徴収義務者の指定を徹底するなど市町と連携した取組

を実施した結果、県税収入未済額の縮減、徴収率の向上等の成果をあげることができました。今後

も一層の税収確保対策を進める必要があることから、引き続き県民の皆さんが納税しやすい環境の

整備拡充や滞納繋理の強化に努めるなど、効果的な取組を行う必要があります。

③公共施設等の総合的かつ計商的な管理を推進するため、「みえ公共施設等総合管理基本方針jに慕づ

き、県有財産の有効活用や未利用財産の売却等による歳入確保に一層取り組む必要があるとともに、

引き続き公共施設等の適切な質と量の確保に取り組む必要があります。

臨闇E感磁癖轄宥輔握爵語轟轟轟轟轟襲撃態騨審議笥遺騨顕輔讃輯騨艦購覇漉鴎鵬醐醐軸嵐歯髄

①県財政の健全化に向けて、引き続き、経常的な支出の抑制に取り組むとともに、その成果を県民の

皆さんに届けることができるよう、メリハリのある予算編成を行います。

②未利用財産の売却や自動販売機設置場所の貸付拡大等に向け、財産の利活用に取り組むとともに、

クラウドファンディングの活用やネーミングライツの導入の促進等、引き続きあらゆる歳入確保に

取り絡みます。

③県税に係る高額滞納事案については、早期調査に着手し、捜索、公売等を含めた滞納整理を進めま

す。自動車税については8月の最終催告以降すみやかに財産調査を進め、滞納処分の早期着手に努

めるとともに、 11月と 12月を差押強化月間とし、当該月間に集中的な差押を実施し、年度末まで

に処理を完結する「単年度整理Jの徹底を図ります。また、コンビニ納付、クレジットカ ド納税、

MM  K設置店での納付など、県民の皆さんがより納税しやすい納税環境について周知を行い、税収

確保に取り組みます。加えて、特別徴収促進取組については、討す町と設置している個人住民税に関

する課題検討会等における検討結果を全市町と共有し、さらなる特別徴収の促進等を図ります。

④「みえ公共施設等総合管理基本方針」に基づく異体的な取組を進めるため、利用者の安全・安心の

確保や施設の長寿命化に向け、引き続き各部局と情報共有等を行うとともに、点検・修繕履歴の

情報蓄積を進め、予防保全の観点からメンテナンスサイクルを実施し、本庁・地域総合庁舎の長寿

命化を留ります。
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【主担当部局：出納局］

協議委譲言言語言語議選挙議議選議選i 1l＇~~ !l~＆~~ ilt~llf il，~ 磁器1ri~1~！~~i~／l~~！l !1Mif~l ~ii 
会計事務の担当職員一人ひとりが、高いコンブライアンス意識を持って、法令や規員IJIこ基づいた適

正な会計事務を行うとともに、財務会計制度を取り巻く動向を把握し的確に対応することにより、黒

の会計事務に対する県民の皆さんの信頼が高まっています。また、県歳入金の収納方法が多様化し、

県民の皆さんの利便性が向上しています。

出納局が
する事後検査
による指導件
数および県の
会計事務に是
正・改善を求め
る監査意見数
（実施 1か所

あたり）

融離輔輔輯離輔盤調謹麗露盤罷轄韓轟轟轟翠罷輯購轟輯輯輔醒輔

目標項自
の説明

出納局が実施する事後検査による指導数を実施箇所で除した数値と、定期監資結果の財務事
務の執行に関する意見在監査実施箇所数で除した数値の平均値

2年度目標値

の考え方

出納局が行う会

計支援の有益度

出納局が所管す

る電算システム

の利用満足度
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①適正な会計事務の確保のため、きめ細かな相談、事前・事後の検査とフォローアップ、会計事務の

基礎から専門的な業務に係る各種研修を実施し、担当織員のさらなる能力向上や会計事務における

コンブライアンスの徹底を図る必要があります。

②公平・公正で透明性の高い入札・契約制度を確保するため、国の会計制度、社会情勢の変化などを

ふまえ、必要な会計規則等の見直しを行うとともに、適正な財務会計制度の運用を行う必要があり

ます。

③厳しい財政状況が見込まれる中、資金を適正に管理するとともに、極めて低い金利水準が続く状況

においても、運用益確保のため、より効率的な運用方法について検討していく必要があります。

④会計事務職員が担当する業務を適正かつ円滑に実施するため、電算システム（財務会計システム、

電子調達システム（物件等））を安定的に稼働させる必要があります。

欝鱗韓議議麟閥解鵡廓醒盟関麟堅議選麟議麗醐騨噛離鶴欄輔輔砲輔麟轍鞠醐醤盤

①事務処理ミスの縮減に向けて、会計事務に関する相談、検査、各種研修の実施や検査後のフォ口一

アップなど、職員や所属のニーズに合わせたよりきめ細かい会計支援を行うとともに、各種研修を

通じて会計事務担当者の能力向上やコンブライアンスの日常化につなげていきます。新任班長研修

において会計事務研修を実施するなど、不適切事案の再発防止に向け取り組みます。あわせて、

チェックリスト等の定着化や、「少人数職場におけるはじめての会計事務職員ハンドブック」の活

用を働きかけ、各所属における会計事務の円滑な執行や業務改善、チェック機能の向上を支援して

いきます。

②資金を適正に管理するとともに、低金利が続く中、元本の安全性と流動性を確保しながら、債券に

よる長期の運用を継続するとともに、運用益の確保に努めていきます。

③令和2(2020）年1月から稼働する次期財務会計システムにおいて、会計事務を担当する職員が適

正かつ円滑に業務を遂行できるよう、システムの安定稼働と円滑な運用に努めます。

④令和2(2020）年4月から稼働する次期電子調達システム（物件等）においては、システムの安定

稼働と、システム利用者がスムーズに業務を進めることができるよう、受注者、発注者双方に新シ

ステムの研修を実施するなど、円滑な運用に向けた取り組みを進めます。

⑤県歳入金の収納方法について、県民の皆さんの利便性を向上させるため、キャッシュレス決済の導

入に向け検討・準備を進めていきます。
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（行問s(fn聴即充実

［主担当部局：戦略企画部］

陣頭三重！議覇毒薬藤議議語議室三夜零雲豪雪夜寝室：；認雲！itil1~！~~恵三：：：閣
県民の皆さんの行動につながる県政情報が発信され、県政に対する意見や評価が適切に把握される

など、充実した広聴広報活動が行われています。これにより、県民の皆さんの県に対する理解や共感、

信頼が深まり、県政への積極的な参画や提案など、協愈jの三重づくりが進み、県民の皆さんとの接点

の拡大と充実が図られています。

自標項目

の説明

2年度目標値

の考え方

県が行っている

広聴広報活動の

実施件数

県広報プロモー

ションのファン

数

公文書号や個人情

報の調示決定等

における際示・

非開示判断の適

正度

みえ県民意識調査で、県の広報活動が、「十分に行われている」「ある稜度行われている」と
感じる県民の割合
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① IC T （情報通信技術）の普及拡大による広報媒体・コミュニケーション構造の多様化や、激化する

地域間競争に対応していくため、令和元（2019）年度に改訂する（予定）「三重県広聴広報アクショ

ンプランj に基づき、戦略的・計酒的な広報活動および政策形成につながる広聴活動の実現に取り

組む必要があります。

②戦絡的・計画的な広報活動を展開していくためには、県広報紙をlまじめ、テレビやラジオ、新聞、

フリーペーパー、インターネット等、さまざまな広報媒体を効果的に組み合わせたメディアミック

スでの情報発信を行うとともに、報道機関への資料提供の質を高め、発信するコンテンツの品質管

理を徹底する必要があります。また、県民の皆さんの理解、共感が得られ、県民の皆さんの行動に

つながる情報発信を進めるため、身近で親しみやすい「拡散性の高い情報コンテンツづくり」の視

点での取組が必要です。

③県政に対する幅広い「県民の声」を集約して県政に反映していくためには、県民の皆さんからの声

に誠実に答え、改善を図るとともに、提言、意見などを求めていくことが必要です。

④県民の皆さんや、企業、団体等のさまざまな活動に生かせるよう、基礎資料となる各種統計情報を

積極的かつ正確に、わかりやすく提供することが必要です。

⑤県民の皆さんの参加による公正な県政を推進していくためには、行政情報を積極的に公開し、情報

公開制度を適正に運用していくとともに、保有する偲人情報を適正に管理していくことが必要ですo

障謹離離監護謹韓議繍鶴麗国軍事鵬醸翠融醒盤聖観騨醜轍灘騨溜橿欝魁纏癒理構型空担額融

①広聴広報会議等で各種広聴広報ツールの周知や部局間の情報の共有を図るとともに、パブリシティ

活動の賓の向上に向けて職員研修を実施することで情報発信力や広聴機能の強化を行い、全庁が一

体となった戦略的・計商的な広聴広報活動を震閉していきます。

②県情報が身近に感じていただけるよう、「伝える」より「伝わる」、「届けるj ではなく「つながる」

広聴広報の観点で、県広報紙や県ホームページ、フリーペーパー、テレビ、 SN S等の多様な広報

媒体への情報発信、パブリシティ活動に取り組みます。

③「拡散性の高い情報コンテンツづくり」の視点で、県プロモーションサイト「つづきは三重で」で

の情報発信を行うとともに、首都圏等におけるマスメディアを活用した県の魅力発信、若者への訴

求力の高いウェブメディアでの情報発信を強化することで、県の認知度向上や三重県ファンを増や

すためのプロモーション活動を展開していきます。

④県ホームページについて、利用者の皆さんが必要な情報を入手しやすいよう環境を整えるとともに、

引き続き改善に取り組みます。あわせて、ウエブアクセシビリティの水準維持やシステムの安定運

用及びセキュリティ対策に取り組みます。

⑤「県民の声」制度を適正に運営するとともに、広聴ツールである「みえ出前トークj、「e－モニタ－J

を活用した広聴活動の充実に引き続き取り組みます。

⑥迅速かつ正確な統計調査の実施、審査、集計等を行い、調査結果を分かり易く公表するとともに、

統計関係者の功績を表彰し意欲を高めていただくことで、統計調査の円滑な実施を図ります。主要

経済指標等の最新の統計情報をインターネット（「みえDa t a B o x」）で提供するほか、各種統

計資料を適切に作成、刊行するとともに、統計の普及と利活用の推進及び統計調査への理解促進を

図ります。

⑦情報公開・個人情報保護制度の適正な運用、偲人情報の漏えいの妨止などを図るため、職員研修の

充実等に取り組み、職員等の一層の意識の向上を図り、制度を適正に運用します。
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（行問607<-f-§治体の推進

｛主担当部局：総務部】

隣接議属議謀議議醸雲否認震豆沼夜言雲取認否：： ~~.~1% i；~J 
IC Tの新しい技術の活用により、生産性の向よと正確性の確保を両立させたスマート自治体に向

けた取総が進み、職員の働き方の質が高まるとともに、県民サービスの向上につながっています。ま

た、スマート自治体を支える情報通信基盤の護備と情報セキュリティの確保が進み、安心かつ快適に

利用できる環境が整っています。

目標項目
の説明

2年度目標値
の考え方

パイルワークや

サテライトオフ

ィス等）を利用

した所属数

電子申請・届出

システムによる

申請件数

スマー卜自治体に係る「職員アンケー卜」で、 IC Tを活用したスマート自治体の取組によ
り、効率的な業務環境の整備が進展し、｛動き方が変わったと実感する職員の割合
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①県民ニ ズに的確に対応しつつ、多様でかつ柔軟な働き方を推進していくため、働き方改革を進め、

生産性の向上と正確性の確保を両立させたスマ 卜自治体をめざして、 IC Tの新しい技術の活用

に積極的に取り総んでいく必要があります。

② i CTを活用して、より多様で、使いやすい行政サービスやオープンデータ等による行政情報の提

供を行い、県民・行政相aの情報交流を進めていく必要があります。

③スマート自治体を支える情報通信基盤の安定運用に取り組むとともに、費用対効果や信頼性の更な

る向上に向けて、効率的に業務を遂行できる情報通信基盤の整備を進めていく J店、要があります。ま

た、高度化・巧妙化しているインターネット等からの脅威に対し、情報セキュリテイの確保に取り

組む必要があります。

麟 Ji麟露議運時諸島繍続轍援腫輯錨麓謬韓関曙署蔵通量購翻醐蝿臨機購欝輯輯麗盤融緩慢題醜態麗

II 総務部 I 
①スマート自治体の推進に向けて、 A 1-0C Rの活用による Rp A対象業務の拡大などAlや

RP A等新たな技術のさらなる活用を進めるとともに、柔軟かつ弾力的な働き方に向け、モバイル

ワークの導入を進めていきます。また、 IC Tの新しい技術の業務改善への活用・導入を推進する

「スマート人材Jの育成など、スマー卜自治体に向けた推進体制の構築に取り組みます。

j地域逮携部｜｜

②電子申請・届出システムや地理情報システム、オーブンデーヲ等について効果的な活用事例の紹介、

操作研修の実施などにより、随時利用促進を働きかけるとともに、必要に応じてより詳しい操作説

明などの積極的な支援を行うことで利用拡大を図り、多様で使いやすい行政サービスや行政情報の

提供に取り組んでいきます。

③行政WANやグループウェア等の情報通信基盤の安定運用に努め、効率的に業務を遂行できるよう

職員一人一台パ、ノコンの更新等に引き続き取り組みます。また、三E重県情報ネットワークについて

は、費用対効果や信頼性のさらなる向上に向けて、防災対策の充実や働き方改革の推進も視野に入

れた次期ネットワークの構築を進めていきます。

④各部局が保有する情報システムの最適化について、予算要求前審査等のPDC Aサイクルの仕組み

を運用していく中で取り組んでいきます。また、研修や訓練を通じて情報セキュリティ意識の向上

を図り、情報化の基盤となる人材の育成を推進していきます。
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（一一一号共事業推進の支援
［主担当部局田県土整備部｝

｜織委滋
公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を確保し、事業を適正かつ着実に実施することにより、

公共事業の成果が県民の皆さんに届き、公共事業への信頼感が向上しています。

目標項巨 I 「三重県公共事業評価審査委員会」と「三重県入札等監視委員会」の調査審議において適正
の説明 ｜とされた割合の平均値

2年度目標値
の考え方

公共事業の平準

化率

入札参加者の地

域・社会賞献度
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①公共事業評価については、「三重県公共事業評価審査委員会」における調査審議により公共事業の適

正化に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した評価を行い、公

共事業の適正な執行に取り組む必要があります。

②入札契約制度については、「三重県入札等監視委員会」の調査審議をふまえ、制度の改善、適正な運

用に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した制度の改善等に取

り組む必婆があります。

③地域経済を取り巻く環境が厳しく、人口減少・高齢化の流れが加速する中、将来にわたり、地域の

社会基盤の整備・維持管理や災害対応を短う建設企業の育成に取り組む必要があります。

④令和元（2019）年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「建設業法」および「公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の担い手三法が改正され、働き方改革の推進や生

産性の向上などに取り組む必要があります。

麟纏欝議麟翻鴎騨錨鰯輔離臨締繍輯鞠輔醐醐騨轍醐離羅輔輔嘩
①「三重県公共事業評価審査委員会Jの調査審議を受け、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した

事業の評価を行い、適正な執行に取り組みます。

②「三重県入札等監視委員会Jの調査審議を受け、公共工事の公正性・透明性を確保しつつ、公共事

業を取り巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用に取り組みます。

③「三重県建設産業活性化プランJに基づき、入札契約制度の改善と適正な運用に取り組み、公共工

事の品質を確保するとともに、技術力を持ち地域に貢献できる建設企業の育成！こ取り組みます。

④週休二自衛lの拡大、施工時期の平準化および情報通信技術（ ICT）の活用などを進めることによ

り、働き方改革の推進や生産性の向上に取り組むとともに、各種取組の拡大を市町へ要議します。

⑤公共事業の適正な執行のために、電子調達システムや設計積算システムなどの安定運用を図ります。

また、設計積算システムは、令和3(2021)年度中の次期運用開始をめざし、更新業務を進めます。
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